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機能的に記載されたクレームが"means claim"と認定されるのは 

どのような場合かに係る CAFC大法廷判決 
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１. はじめに 

米国特許プラクティスにおいて、クレーム発明を"means plus function format"で機能的に記

載することが可能です。但し、この"means" がカバーする範囲は、出願当初明細書の開示の範

囲とその合理的な均等物に限定して解釈されます（35 U.S.C. 112(f)／35 U.S.C. 112, 6th 

paragraph）。しかも、後述するように、上記の均等物は、クレーム発明の特許発行時点で入手

可能なものに限定されます。 

 

上記以外に、後述する 35 U.S.C. 112(b)／35 U.S.C. 112, 2nd paragraphとの絡みで、米国特許

プラクティスにおいては、"means plus function format"でのみでクレーム発明を機能的に記載

することは推奨されていません。 

 

2013年 8月 2日、USPTOは、AIA下の 35 U.S.C. 112(f)（Pre-AIA下の 35 U.S.C. 112, 6th 

paragraph）の判断に関する審査ガイドを公開しました。この審査ガイドは、具体例を多く記

載しており、"means plus function limitation"と認定されるか否かを知る上で非常に有用なも

のです。 

  

2014年 11月 5日に、RICHARD A.WILLIAMSON v. CITRIX ONLINE, LLC (Fed. Cir.) 事件に

おいて、機能的に記載されたクレームが"means claim"と認定されるのはどのような場合かが明

らかにされました。しかし、この事件の判決に対し、CAFCの大法廷審理が行われ、このたび、

今後のプロセキューションおよび訴訟に大きな影響を与える大法廷判決が 2015年 6月 16日に

下されました。 

  

以下に、上記の CAFC大法廷判決について説明します。 
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